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○姶良市地域生活支援拠点等事業実施要綱 

令和５年３月30日告示第114号 

姶良市地域生活支援拠点等事業実施要綱 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 地域生活拠点事業の実施（第４条―第11条） 

第３章 一時保護事業（第12条―第16条） 

第４章 雑則（第17条・第18条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この告示は、障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）の障害の重度化及び高齢化

を見据え、障害者等が、単身であっても住み慣れた地域で長く安心して暮らし続けられるよう、

様々な支援を切れ目なく提供することができる仕組みを構築することを目的として、地域生活支

援拠点等の整備を推進し、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るた

め、地域生活支援拠点等事業の実施について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援

等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第116号）第一の二の３

に規定する地域生活支援拠点及び面的な体制をいう。 

２ この告示において「地域生活支援拠点等における機能」とは、次の各号に掲げる事業を実施す

る機能をいう。 

(１) 相談（緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確

保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援及び連絡調整をすることを

いう。） 

(２) 緊急時の受入れ及び対応（短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、障

害者等の状態変化、介護者の急病等の緊急時に受入れ及び対応をすることをいう。） 

(３) 体験の機会及び場の提供（病院又は施設からの地域移行、父母からの自立等に当たり、共

同生活援助等の障害福祉サービスの利用、一人暮らし等の体験の機会及び場を提供することを

いう。） 

3



2/14 

(４) 専門的人材の確保及び養成（医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い

障害が重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応

をすることができる人材の養成をすることをいう。） 

(５) 地域の体制づくり（地域の様々なニーズに対応することができるサービス提供体制の確保、

地域の社会資源の連携体制の構築等をすることをいう。） 

(６) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情を踏まえ市長が必要と認めた機能 

３ 前２項に定めるもののほか、この告示で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成

23年法律第79号）で使用する用語の例による。 

（実施主体等） 

第３条 地域生活支援拠点等事業の実施主体は、姶良市とする。ただし、市長は適切な運営が確保

できると認められた社会福祉法人等に対し、業務の一部又は全部を委託することができる。 

第２章 地域生活拠点事業の実施 

（地域生活支援拠点の整備及び運営の方法） 

第４条 地域生活支援拠点の整備及び運営は、姶良市自立支援協議会設置要綱（平成25年姶良市告

示第408号）に規定する協議会（以下「協議会」という。）において、地域の現状分析及び必要な

地域生活支援拠点等における機能の整理を行い、地域生活支援拠点における機能について定期的

に評価して、一定の水準を確保するものとする。 

（拠点機能事業所） 

第５条 拠点機能事業所は、第２条第２項に掲げる事項のいずれか１以上の事項を行う事業を実施

する機能を担うものとする。 

２ 拠点機能事業所は、次に掲げる要件のいずれかを満たす事業所とする。 

(１) 指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定に係るサービス事業所である

こと。 

(２) 指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業者の指定に係る障害児通所支援事業所で

あること。 

(３) 指定一般相談支援事業者の指定に係る一般相談支援事業所であること。 

(４) 指定特定相談支援事業者の指定に係る特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業者

の指定に係る障害児相談支援事業所であること。 
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(５) 法第77条第１項第３号に規定する事業の委託を受ける者の当該委託に係る事業所であるこ

と。 

（事業所の登録） 

第６条 拠点事業を実施する事業所は、その事業所等において第２条第２項に掲げる事項のいずれ

か１以上の事項を行う事業を実施する機能を担う旨を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省

令第177号）第６条に規定する運営規程に規定し、姶良市地域生活支援拠点等登録申請書（様式第

１号）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請を行う事業所は、次の各号のいずれかに該当するものとし、該当を証する書類及び

運営規程等の写しを申請書に添えて提出しなければならない。 

(１) 鹿児島県から指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業所の指定を受けているこ

と。 

(２) 鹿児島県から指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業所の指定を受けていること。 

(３) 姶良市又は他市町村から指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の指定を

受けていること。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、協議会における協議を踏まえ、速やかに認定

の可否を決定し、拠点事業を実施する事業所として登録を行い、姶良市地域生活支援拠点等事業

所登録通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

４ 市長は、拠点機能事業所について、その名称、所在地、連絡先及び拠点機能事業所として担う

地域生活支援拠点等における機能並びに法人等名称を公表し、鹿児島県その他の機関に対して必

要な情報を提供することができる。 

（登録事業所の変更） 

第７条 前条第３項の登録を受けた事業所（以下「登録事業所」という。）は、登録の内容に変更

が生じたときは、姶良市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書（様式第３号）により市長に

届け出なければならない。 

（登録事業所の廃止等） 

第８条 登録事業所は、拠点事業を廃止、休止又は再開するときは、その１か月前までに姶良市地

域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書（様式第４号）を、市長に届け出なければなら

ない。 

（実績報告） 
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第９条 登録事業所の長は、拠点事業を実施した場合は、速やかに姶良市地域生活支援拠点等事業

実績報告書（様式第５号）により、市長に報告しなければならない。 

（調査及び取消し） 

第10条 市長は、登録事業所に対し、必要に応じて拠点事業の運営状況等の報告を求め、調査を実

施することができる。 

２ 市長は、登録事業所の運営状況等を不適当と判断した場合は、登録を取り消すことができる。 

３ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、姶良市地域生活支援拠点等事業所登録取

消通知書（様式第６号）により登録事業所に通知するものとする。 

（拠点機能事業所のサービス等に要する費用の額の算定） 

第11条 登録事業所は、法令の規定に基づき、拠点機能事業所のサービス等に要する費用の額につ

いて、拠点機能事業所が担う地域生活支援拠点等における機能に係る費用の額を加算して算定す

ることができるときは、適切に当該費用の額を加算して算定するものとする。 

第３章 一時保護事業 

（対象者） 

第12条 この事業の対象者は、原則として姶良市内に住所を有する（姶良市に住所を有していない

が、姶良市から障害福祉サービスの支給決定を受けている者を含む。）18歳以上65歳未満の障害

者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(１) 養護者による障害者虐待を受けて生命又は身体に危険が生じている者若しくはそのおそれ

がある者 

(２) 養護者が急病、死亡等により適切な養護を受けることができない状態にある者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が一時保護を行う必要があると認める者 

（一時保護の実施） 

第13条 市長は、養護者による障害者虐待を受けたと思われる旨の通報又は届出があった場合にお

いて、関係者による個別ケース会議を開催し、障害者の一時保護が必要であると決定したときは、

一時保護の受入れが可能なサービス提供事業者（以下「受託事業者」という。）に委託して一時

保護を行うものとする。 

２ 市長は、一時保護の形態として、法による障害福祉サービスが利用可能な者にあっては、契約

によるサービスの利用により一時保護を行い、障害福祉サービスの対象とならず、一時保護を認

める者にあっては、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条第１項若しくは第２項又は

知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の４若しくは第16条第１項第２号に規定するや
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むを得ない事由による措置として一時保護を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市長は、障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定

する障害者について一時保護を行うときは、姶良市地域生活支援拠点等事業一時保護依頼書（様

式第７号）を受託事業者に提出するものとする。 

（一時保護の受入れ） 

第14条 受託事業者は、施設入所支援又は短期入所その他一時保護に適切なサービスをするに足り

る専用居室の設備及び職員配置がなされた施設で、市長からの一時保護の要請により、必要なサ

ービスを提供するものとする。 

（事業の委託料） 

第15条 市長は、一時保護を実施した受託事業者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（平成18年９月29日厚生労働省告示第523号）により算定した次の各号に

掲げる委託料を支払うものとする。この場合において、一時保護を実施した際に実施しなかった

サービスがあるときは、当該サービスに係る委託料を加算しないことができる。 

(１) 一時保護のための障害福祉サービスの提供 福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）区分６ 

(２) 緊急短期入所受入加算（Ⅰ） 

(３) 送迎加算 

(４) 食事提供加算 

（請求等） 

第16条 一時保護を実施した受託事業者は、姶良市地域生活支援拠点等事業一時保護事業報告書兼

請求書（様式第８号）により、前条に規定する額の委託料を市長に請求するものとする。 

第４章 雑則 

（遵守事項） 

第17条 登録事業所及び受託事業者（以下「登録事業所等」という。）は、第２条第２項に規定す

る事業の実施に当たっては、障害者等及びその家族等の権利の擁護に十分留意しなければならな

い。 

２ 登録事業所等は、地域生活拠点等事業の実施の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え、

５年間保存しなければならない。 

３ 第２条第２項に規定する事業に従事する者又は従事した者は、職務上知り得た秘密及び保有個

人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）その他関係法令等を遵守
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し、適正に取り扱うものとする。 

（その他） 

第18条 この告示に定めるもののほか、地域生活拠点等事業の実施について必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（姶良市障害者虐待防止等一時保護事業実施要綱の廃止） 

２ 姶良市障害者虐待防止等一時保護事業実施要綱（平成29年姶良市告示第367号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行日の前日までに、廃止前の姶良市障害者虐待防止等一時保護事業実施要綱の規

定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみな

す。 

（姶良市地域自立支援協議会要綱の一部改正） 

４ 姶良市地域自立支援協議会要綱（平成25年姶良市告示第408号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（準備行為） 

５ この告示による姶良市地域生活支援拠点等事業の実施に関し必要な準備行為は、この告示の施

行の日前においても、行うことができる。 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 
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様式第６号（第10条関係） 
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様式第７号（第13条関係） 
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様式第８号（第16条関係） 
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